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斎
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で大切に育てられてきた稲穂を刈り取り、収穫を感謝する神事です。

毎年10月に行なわれ、今年は10月7日に催されました。

朝倉市に義援金を送りました

　本年７月に発生した九州北部豪雨によ

り、甚大な被害を受けられました朝倉市

に、平成 29 年８月 21 日に太宰府市議

会より義援金 18 万円を送りました。

　太宰府市議会といたしましても、１日

も早い復旧復興を願っております。



42

議
会
ト
ピ
ッ
ク
ス

９
月
定
例
議
会
リ
ポ
ー
ト

　平成29年11月１日　　　　　　　　　　　　　　　153号　平成29年11月１日　　　　　　　　　　　　　　　153号43

定例議会リポート９月

　平成 29 年第３回定例会を８月 31 日から９月 26 日まで、27 日間の会期で開催し、報告案件９件、人事案件
１件、条例の制定２件、条例の改正２件、一般会計補正予算１件、特別会計補正予算３件、決算認定８件、請
願１件、意見書１件、決議１件の審議を行いました。

人　事

◆太宰府市副市長の選任につき同意を求めることについて

　副市長として田
た

村
むら

幸
ゆき

光
みつ

氏を選任したいので議会の同意を求めるもの。

◆一般会計補正予算（第２号）
　歳入歳出それぞれ 5 億 5,695 万７千円を追加し、予算の総額が歳入歳出それぞれ 239 億 4,791 万 8 千

円の補正予算案が提案されましたが、下記の予算案について、設置時期が適切ではないこと、配置目的や

金額の根拠等が不明瞭なことから、削除する旨の修正案を提出し、歳入歳出それぞれ 5 億 5,537 万 2 千円

を追加し、予算の総額が歳入歳出それぞれ 239 億 4,633 万 3 千円の修正可決となりました。

◆太宰府市景観育成地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例の制定について
　太宰府天満宮参道景観保全地区内において「付庇（つけびさし）等」がある参道景観を保全する必要が生

じたため、建築基準法の制限の緩和を行うものです。

◆太宰府市長の給与の特例に関する条例の制定について
　太宰府市体育複合施設新築工事の入札に関して、平成２８年６月に行われた住民監査請求に対する不適切

な文書作成及びその後の第三者委員会設置に関する対応について、自らの責任を明確にするため、10 月分

の給与月額を、10％削減して 82 万 7 千円とするものです。

補正予算

主な条例

費　目 予算額 予 算 の 主 な 内 容

総 務 費
38万5千円を

全額削除
行政改革推進費
第 5 次行政改革大綱策定に向けた行政改革推進委員の委員 10 人分の報酬と費用弁償を計上。

教 育 費
120万円を

全額削除
学校教育運営費
外部の専門的な知識をもっている専門員 1 名の報酬、月 20 万円の６ヵ月分を計上。

　平成 29 年第 3 回（9 月）定例会において、芦刈市長に対し辞職勧告決議を提出、賛成多数によ

りこれを可決しました。

芦刈市長に対する辞職勧告決議を可決！

市長からの行政報告

議会トピックス

芦刈市長に対する辞職勧告決議

　６月定例会最終日、問責決議が全会一致で可決され、その後議会は９月定例会において反省され

た市長の姿勢に注目し、新たな方針が出されることを期待した。

　しかし、９月定例会直前の８月 25 日に不条理にも突然、副市長を解職する行動に出られ、さら

に教育長をも辞めさせようとした。

　市長は、８月 31 日の議会初日、問責決議及び副市長解職等に対する行政報告を行なったが、自

己中心的で、あまりに稚拙な報告内容にあきれた次第である。

　今議会において提案されている市長給料削減案は否決され、学校給食専門委員や行革推進委員の

予算案も削減され、原案否決された。

　これまでも否決された、意図不明な機構改革案などの議案の数々について、市長は原因究明され

たことがあるのか問いたい。なぜなら市長原案は、市長自らの安易な思い付きであり、庁舎内部で

十分に協議されたものではなく、熟慮に欠けた、独りよがりの提案ばかりだからである。

　議会では市長に対し、辞職勧告決議か不信任決議か、会派代表者会の中で連日協議を重ねてきた。

太宰府市制始まって以来の出来事を市民はマスコミ報道の情報しかないこと、これまでの原因が市

長の資質に欠ける点が大きく、わかりにくいということ、不信任決議後、議会解散の流れになった

場合、選挙費用をはじめ将来的にも大きな影響を与えてしまうことを憂慮している。それでも、我々

議員は一連の経緯を正しく伝えていく努力を行い、全議員一致団結して行動していく決意である。

　市長は６月議会の問責決議後、本会議場で反省の弁を述べていたにもかかわらず、その後「副市

長や部長や部下のせいにするのは言語道断であり、これらのことはまぎれもなく市長の責任であ

る。」という文言は絶対に認められないと発言されたことに、愕然とし、憤りを禁じ得ない。口先

だけの反省で、職員に謙虚に歩み寄ろうという姿勢もなく、副市長を解任したことは許し難く、こ

の結果、市政の混乱を招いている市長の責任は極めて重い。

　よって、太宰府市議会は芦刈茂市長に対し辞職を勧告し決議するものである。

　　平成 29 年９月 26 日

太　宰　府　市　議　会

　９月定例会において、市長より行政報告がなされ、6 月議会で可決された問責決議に対する見解

を述べられた後、2 点について説明されました。

　1 点目は、不適切な文書を作成した責任とその監督責任、あるいはその後の一連の経緯について、

市長給与の 10％ 1 カ月の減給を行うことにより、襟を正し責任をとることとしたこと。

　2 点目は、8 月 25 日付で行った副市長の解職について、その理由と経過を説明されました。6 項

目の解職理由を挙げられ、「このままでは改革は進まないと考え、副市長を解職することを私が決定

しました。」また、『「かえよう太宰府」をかかげ、市長に就任して 2 年と 5 カ月、市役所内の大きな

流れの中で、このままでは変わらないと考え、政治生命をかけ今回の決意になった』と述べられました。

（個人ごとの表決結果を賛成○、反対×で表しています）

案
件

議案番号 案件名

議
決
結
果

公明党 宰光 真政会 改革の会 市民ネット 新政会 共産党

1 議案第57号
太宰府市長の給与の特例に関する条例の
制定について

否決 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

２ 議案第58号
太宰府市副市長の選任につき同意を求め
ることについて

不同意 × × × × × × × × ○ × × × × × × × ×

３ 認定第1号
平成 28 年度太宰府市一般会計歳入歳出決
算認定について

認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

４ 認定第２号
平成 28 年度太宰府市国民健康保険事業特
別会計歳入歳出決算認定について

認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

５ 意見書第3号
教職員定数の改善及び義務教育費国庫負
担制度拡充に係る意見書

原案
可決

× × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ 決議第２号 芦刈市長に対する辞職勧告決議
原案
可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

賛否の分かれた議案
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原
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※橋本健議長は本会議における過半数議決では表決権を有しません。

※全員否決の場合も掲載しております。

※以下の会派名について、一部省略して記載しています。

公明党　公明党太宰府市議団　　改革の会　太宰府市政改革の会
新政会　太宰府新政会　　　　　市民ネット　太宰府市民ネット
共産党　共産党太宰府市議団

原案可決

修正可決

否　決

不同意
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　平成29年11月１日　　　　　　　　　　　　　　　153号　平成29年11月１日　　　　　　　　　　　　　　　153号

　平成28年度決算特別委員会が、8月31日・9月19日・20日に開催され、一般会計、5特別会計、　　　

2公営企業会計について審査を行い、9月26日の本会議において認定・可決されました。

注①

注②

決算審査

特別委員会
平成28年度各会計の決算を認定しました

太宰府市の

お金の使い方をチェック
Ｑ 公共施設整備資金積立金の今後の積立計画は？
Ａ 公共施設の維持補修に充てる基金で、将来の建物の修繕・改築に備えて積極的に積立を行います。

Ｑ 庁舎等の新電力導入の効果は？
Ａ 庁舎と上下水道事業センターの電気料について、１年間で約 143 万円の削減を見込んでいます。

Ｑ 教育・保育施設費の内、負担金・補助金の不用額（2 億 4,690 万円）について？
Ａ 建て替え予定だった保育園が、諸般の事情により工事ができなくなりました。

Ｑ 病児保育関係費（1,746 万 4,120 円）について？
Ａ 費用面の課題もあり、当面は現在の２箇所で実施していきます。

Ｑ ごみ排出量の推移について？
Ａ 市民のごみ減量の取組みにより、H28 年度は 229t（市

民１人当たり 9g）削減できました。

Ｑ 太宰府館の管理運営費（3,262万261円）について？
Ａ 年間、管理運営委託費等で 3,000 ～ 3,200 万円の歳

出に対して、使用料収入で 500 ～ 600 万円の歳入が
あり、差し引き約 2,500 万円の一般財源がかかって
います。

Ｑ 観光推進基本計画の進捗状況について？
Ａ 現在、素案を策定中です。 11 月にパブリックコメン

トを行い、年内中に策定完了の予定です。

Ｑ 史跡地周辺ライトアップ事業（120 万円）について？
Ａ  H28 年度より照明機器を購入し、本格的に取り組んでいます。照明の色合いについては、ご意見
　  を参考に改善していきます。

Ｑ 梅林アスレチックスポーツ公園の改修について？
Ａ 平成 27 年度、平成 28 年度を合わせて 3,000 万円の費用をかけて大型遊具の改修を行いました。

Ｑ 特別史跡水城跡保存修理工事（1 億 5,233 万 4,000 円）の整備状況について？
Ａ 便益施設「水城館」、東門周辺の整備工事及び水城堤防の樹木整備を行いました。

Ｑ 小・中学校の校舎の改修・整備方針について？
Ａ 児童・生徒数の推計値を見直しながら、今後の改修計画を検討し始めたところです。

Ｑ 総合体育館建設関係費の総括について？
Ａ 工事費として 31 億 1,637 万円、その他経費を合わせ

て総額 34 億 7,357 万円でした。

Ｑ ふるさと納税の収支について？
Ａ 寄付額 2,031 万円に対して、返礼品代・業者委託料等

を差し引いた 845 万円が実収入でした。

Ｑ コミュニティーバス運行補助金（1 億 4,666 万 8,529
円）について？

Ａ 経費の削減と利便性の向上に向けたダイヤの見直し等、
運行管理者と協議を行う準備をしています。

平成 28 年度　太宰府市歳入・歳出決算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位：円

会 　 計 　 別 予算額
歳　　入 歳　　出 差引残額

決算額① 執行率 決算額② 執行率 ①ー②

一 般 会 計 27,911,600,895 25,895,857,216 92.8% 24,984,677,590 89.5% 911,179,626

特

別

会

計

国民健康保険事業 9,821,459,000 8,832,032,203 89.9% 9,053,866,445 92.2% ▲ 221,834,242

後期高齢者医療 1,130,156,000 1,153,957,851 102.1% 1,100,765,685 97.4% 53,192,166

介護保険事業 4,844,672,000 4,753,596,144 98.1% 4,644,572,649 95.9% 109,023,495

住宅新築資金等
貸付事業

12,311,000 28,237,696 229.4% 12,085,911 98.2% 16,151,785

筑紫地区介護認定
審査会事業

76,373,000 60,553,942 79.3% 60,553,942 79.3% 0

合　　　計 43,796,571,895 40,724,235,052 93.0% 39,856,522,222 91.0% 867,712,830

注① 一般会計の実質単年度収支は、272,316,326 円の赤字でした。

注② 国民健康保険事業の赤字額 221,834,242 円は、翌年度予算より繰上充用を行いました。

平成 28 年度　公営企業会計歳入・歳出決算　　　　単位：円

会計 科　目 予算額 決算額 執行率

水

道

事

業

収益的収入 1,464,070,000 1,455,799,345 99.4%

収益的支出 1,227,436,000 1,183,584,653 96.4%

　　収益的収支 ― 272,214,692 注③

資本的収入 6,846,000 6,760,800 98.8%

資本的支出 519,249,000 467,457,330 90.0%

　　資本的収支 ― ▲ 460,696,530 注④

下

水

道

事

業

収益的収入 1,859,412,000 1,854,400,168 99.7%

収益的支出 1,477,761,000 1,451,739,492 98.2%

　　収益的収支 ― 402,660,676 注⑤

資本的収入 804,944,000 598,404,300 74.3%

資本的支出 1,692,376,000 1,469,170,860 86.8%

　　資本的収支 ― ▲ 870,766,560 注⑥

平成 28 年度　市債・基金残高　　　　　　　  単位：千円

区　　分 H27 年度末 H28 年度末 増減額

市　　債 23,856,350 24,491,090 634,740

基　　金 4,578,736 4,497,027 ▲ 81,709

注③

純利益は、248,829,703 円（税抜き額）

注④

不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で

補てんしました。

注⑤

純利益は、382,253,015 円（税抜き額）

注⑥

不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で

補てんしました。

●総合体育館

●水城館

●太宰府館

●ライトアップ事業
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　平成29年11月１日　　　　　　　　　　　　　　　153号

質問を行った議員名と質問項目、及び原則として最初の質問項目と回答内容の要約を掲載しています。

　

災
害
時
に
お
け
る

地
域
防
災
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
４
点
伺
う
。

①
災
害
時
に
避
難
所
や
病
院

等
に
お
湯
な
ど
飲
料
を
提
供

で
き
る
災
害
対
応
型
紙
カ
ッ

プ
式
自
販
機
の
設
置
及
び
災
害

協
定
の
締
結
を
検
討
す
べ
き
だ

と
考
え
る
が
見
解
に
つ
い
て

②
被
災
者
支
援
シ
ス
テ
ム
の

導
入
に
つ
い
て
、
昨
年
９
月
議

会
で
一
般
質
問
を
行
っ
た
が
、

そ
の
後
の
経
過
に
つ
い
て

③
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
対
象

と
す
る
災
害
な
ど
を
基
本
に
、

他
地
域
に
お
い
て
被
害
が
甚

大
で
あ
っ
た
事
例
等
を
参
考

と
し
て
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
が
見
解
に
つ
い
て

④
過
去
の
災
害
デ
ー
タ
を
踏

ま
え
た
本
市
の
現
状
調
査
に

つ
い
て

　

平
成
15
年
の
大

雨
災
害
で
は
、
四

王
寺
、
宝
満
の
山
腹
が
い
た

る
所
で
崩
落
し
、
農
地
や
住

宅
街
を
襲
っ
た
。
こ
の
被
害

を
大
き
く
し
た
原
因
に
流
木

が
あ
る
。
8
月
18
日
の
西
日

本
新
聞
で
は
、
九
州
北
部
豪

雨
の
朝
倉
市
に
つ
い
て
、
流

木
が
な
か
っ
た
場
合
に
比

べ
、
氾
濫
被
害
域
が
３
・
７

倍
に
な
っ
た
と
い
う
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
を
伝
え
て

い
る
。
ま
た
、
数
回
に
わ
た

る
記
事
で
、
人
工
林
の
も
ろ

さ
を
指
摘
し
、
防
災
の
観
点

で
森
林
整
備
を
行
う
必
要
が

あ
る
と
訴
え
て
い
る
。
本
市

に
お
い
て
も
土
石
流
は
勿

論
、
流
木
に
つ
い
て
の
対
策

ま
た
防
災
の
観
点
で
の
森
林

整
備
が
必
要
と
考
え
る
が
市

の
見
解
を
伺
う
。

総
務
部
長  

①
災

害
時
に
避
難
所
と

な
る
施
設
の
既
存
の
自
動
販

売
機
の
契
約
内
容
に
つ
い
て

調
査
す
る
と
と
も
に
、
導
入

に
際
し
て
の
条
件
な
ど
、
調

査
研
究
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

②
災
害
発
生
時
に
お
い
て
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る

こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
十
分
に

認
識
し
て
お
り
、
住
民
情
報

シ
ス
テ
ム
の
連
携
の
改
修
を

含
め
今
後
導
入
の
検
討
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。

③
太
宰
府
市
地
域
防
災
計
画

や
災
害
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
、

作
成
中
の
業
務
継
続
計
画
、

Ｂ
Ｃ
Ｐ
な
ど
と
の
整
合
性
を

確
認
し
、
運
用
方
法
を
確
認

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

④
災
害
想
定
や
調
査
内
容
、

観
光
経
済
部
長
　

県
の
補
助
で
実
施

し
ま
す
荒
廃
森
林
再
生
事
業

に
よ
り
調
査
を
行
い
、
森
林

内
の
植
生
が
消
滅
す
る
な
ど

早
急
に
手
入
れ
を
必
要
と
す

る
２
２
２
ha
を
荒
廃
森
林
と

し
て
指
定
し
、
平
成
28
年
度

ま
で
に
所
有
者
と
協
定
が
締

結
で
き
た
１
３
７
ha
に
つ
い

て
、
本
事
業
に
よ
り
間
伐
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
間

伐
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
、
健
全
な
森
林
へ
の
再
生

を
図
り
、
地
滑
り
や
土
砂
流

出
の
危
険
性
を
軽
減
で
き
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
治
山

事
業
に
つ
い
て
は
、
県
事

業
で
あ
る
た
め
に
危
険
箇
所

現
地
調
査
や
地
元
協
議
を
県

と
一
緒
に
行
い
要
望
し
て
い

ま
す
。
現
在
で
は
、
平
成
15

年
度
以
降
平
成
28
年
度
ま
で

費
用
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今

後
調
査
検
討
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

に
治
山
ダ
ム
39
か
所
が
完
成

し
て
い
ま
す
。
今
後
も
地
元

自
治
会
や
県
と
協
議
し
な
が

ら
、
災
害
に
備
え
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問 問

問 問

Q Q

Q Q

A A

A A

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
て

本
市
の
水
害
発
生
時
の
流
木

対
策
を
問
う

太
宰
府
市
内
の
小
学
校
の

給
食
業
務
の
今
後

中
学
校
完
全
給
食
断
念
報
道

に
つ
い
て

堺
さ
か
い　
　
　

剛
つ
よ
し

門
か

ど

田た　

直
な

お

樹き

村
む

ら

山
や

ま　

弘
ひ

ろ

行
ゆ

き

長は

谷せ

川
が

わ 

公
こ

う

成
せ

い

議
員

議
員

議
員

議
員

　

市
内
７
つ
の
小

学
校
の
給
食
調
理

業
務
は
、
太
宰
府
小
学
校
に

始
ま
り
次
々
と
民
間
業
者
に

委
託
さ
れ
て
き
た
。
市
当
局

と
市
職
員
労
働
組
合
と
の
交

渉
の
中
で
、
東
小
学
校
と
南

小
学
校
の
給
食
調
理
業
務

を
、
直
営
自
校
方
式
で
残
す

と
い
う
結
論
に
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
南
小

学
校
に
つ
い
て
は
、
退
職
し

た
市
職
員
の
補
充
が
行
わ
れ

ず
、
そ
の
後
、
調
理
業
務
は

民
間
に
委
託
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
唯
一
残
っ
て
い
る
東
小

学
校
に
つ
い
て
も
、
民
間
へ

委
託
す
る
動
き
が
あ
る
よ
う

だ
が
、
市
長
の
見
解
を
伺
う
。

　

市
長
は
当
選
後
、

中
学
校
完
全
給
食

に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ

ろ
で
実
現
す
る
と
挨
拶
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、「
太
宰
府

市
長
完
全
給
食
断
念
」
と
い

う
文
字
が
新
聞
記
事
に
掲
載

さ
れ
、
市
民
の
皆
さ
ん
を
困

惑
さ
せ
た
。
こ
の
件
に
関
し

て
は
、
公
約
違
反
で
あ
り
、

多
く
の
市
民
へ
の
裏
切
り
行

為
だ
と
も
思
う
。
そ
こ
で
、

２
点
伺
う
。

①
中
学
校
完
全
給
食
を
断
念

し
３
カ
月
経
過
し
た
が
、
ど

の
よ
う
な
形
で
保
護
者
説
明

会
を
実
施
し
た
の
か
。

②
９
月
定
例
会
に
給
食
専
門

委
員
と
い
う
項
目
で
補
正
予

算
が
計
上
さ
れ
た
。
何
故
こ

の
よ
う
な
専
門
委
員
が
必
要

な
の
か
疑
問
に
感
じ
る
。
市

長
は
今
後
、
中
学
校
完
全
給

食
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考

え
方
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

市
長　

第
４
次
行

政
改
革
大
綱
の
中

で
、
給
食
調
理
業
務
を
民

間
に
全
面
委
託
す
る
方
針
を

打
ち
出
し
て
い
ま
す
。
既
に

民
間
委
託
し
て
い
る
６
校

は
、
受
託
業
者
が
栄
養
価
と

安
全
性
を
確
保
し
た
給
食
を

提
供
し
て
い
る
実
績
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
現
在
勤
務
し

て
い
る
市
職
員
の
任
用
期
間

が
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
東

小
学
校
に
つ
い
て
も
行
政
大

綱
の
方
針
に
沿
っ
て
民
間
委

託
し
て
い
く
よ
う
、
市
長
と

市
長　

①
市
民
へ

の
説
明
会
は
、
現

在
の
と
こ
ろ
開
催
し
て
い
ま

せ
ん
。

②
6
月
定
例
会
の
行
政
報
告

に
お
い
て
、
学
校
給
食
法
に

の
っ
と
っ
た
提
供
方
式
に
よ

る
年
間
の
運
営
経
費
が
概
算

で
約
１
億
８
千
５
５
５
万
円

見
込
ま
れ
、
現
在
の
市
の
財

政
状
況
で
は
実
施
が
難
し
い

と
の
結
論
に
至
り
、
ラ
ン
チ

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
へ
と
方
針

転
換
す
る
こ
と
を
表
明
し
ま

し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
副

市
長
が
4
月
17
日
の
経
営
会

議
直
前
に
中
学
校
給
食
は
費

用
的
に
難
し
い
と
言
わ
れ
、

そ
の
方
向
で
取
り
ま
と
め
ら

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
、

中
学
校
完
全
給
食
は
、
実
現

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
将

来
的
な
課
題
と
考
え
て
い
ま

し
て
経
営
的
に
判
断
し
ま
し

た
。

す
。
今
回
、
給
食
専
門
委
員

を
設
置
し
、
専
門
的
な
外
部

か
ら
の
視
点
を
取
り
入
れ
、

経
緯
や
金
額
に
つ
い
て
見
直

し
、
検
討
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

１ 地域防災の取り組みについて １ 水害発生時の流木対策につ 

    いて

１ 太宰府市東小学校の給食調理

業務について

２  副市長及び教育長について

１ 中学校完全給食について

全質問項目 全質問項目

全質問項目 全質問項目
地域防災
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ど
う
な
っ
と
う
と
？
一
般
質
問

　平成29年11月１日　　　　　　　　　　　　　　　153号

ど
う
な
っ
と
う
と
？
一
般
質
問

　平成29年11月１日　　　　　　　　　　　　　　　153号

１ 太宰府市の行政改革について

全質問項目

 

　

第
４
次
太
宰
府

市
行
政
改
革
の
総

括
に
つ
い
て
２
点
伺
う
。

①
主
要
項
目
の
達
成
状
況
と

課
題
に
つ
い
て

②
第
４
次
改
革
以
降
の
進
捗

に
つ
い
て

総
務
部
長  

①
第
４

次
改
革
で
は
、
財

政
健
全
化
、
市
民
参
画
の
市

政
運
営
、
簡
素
で
効
率
的
な

市
政
運
営
を
実
施
し
、
一
定

の
成
果
を
上
げ
た
と
考
え
て

い
ま
す
が
、
改
善
に
取
り
組

む
組
織
風
土
の
構
築
が
課
題

と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

②
第
４
次
行
革
以
降
の
行
政

改
革
の
進
捗
状
況
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
踏
ま

え
た
上
で
、
具
体
的
な
大
綱

は
策
定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

既
存
制
度
の
活
用
を
図
り
な

が
ら
、
組
織
的
な
改
善
改
革

運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

職
員
の
意
識
改
革
に
よ
る
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指

し
た
職
員
行
動
理
念
を
定
め

る
な
ど
の
人
材
改
革
。
職
員

が
自
発
的
に
改
善
に
取
り
組

む
き
っ
か
け
と
し
て
、
ス
ク

ラ
ッ
プ
ア
イ
デ
ア
の
募
集
を

行
い
、
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て

は
担
当
課
で
検
討
し
実
現
に

至
っ
た
り
、
外
部
評
価
委
員

会
を
設
置
し
、
事
務
事
業
の

外
部
評
価
を
取
り
入
れ
る
等

の
業
務
改
善
。
ふ
る
さ
と
太

宰
府
応
援
寄
附
に
よ
り
歳
入

増
加
を
図
る
な
ど
財
政
改
革

を
行
っ
て
い
ま
す
。

問

問

Q

A

行
政
改
革
を
推
進
せ
よ

問
責
決
議
そ
の
後
の
姿
勢

木き

村
む

ら　

彰
あ

き

人と

森
も

り

田た　

正
ま

さ

嗣
つ

ぐ

議
員

議
員

　

「

問

責

決

議

」

に
対
す
る
市
長
の

姿
勢
に
つ
い
て
３
点
伺
う
。

①
今
回
の
行
政
報
告
で
は
公

約
実
現
が
ど
う
い
う
理
由
で

実
現
で
き
ず
、
ご
自
身
の
責

任
負
担
割
合
が
ど
の
程
度
で

あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
何
の

言
及
も
な
い
が
、
市
長
の
見

解
は
。

②
第
３
者
委
員
会
設
置
を
発

表
し
、
そ
の
後
撤
回
し
た
こ

と
の
責
任
と
し
て
報
酬
の

10
％
、
１
カ
月
減
給
は
妥
当

な
額
な
の
か
。

③
課
題
解
決
に
向
け
て
の
将

来
の
方
針
に
つ
い
て
、
副
市
長

選
任
の
ほ
か
に
学
校
給
食
専

門
委
員
、
行
政
改
革
推
進
委
員

を
設
置
さ
れ
る
予
定
と
聞
い

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
設
け
る

に
当
た
っ
て
、
関
係
部
署
の
意

見
は
聞
か
れ
た
の
か
。

市
長
　
①
や
は
り

私
自
身
の
努
力
不

足
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

②
減
給
10
％
、
１
カ
月
が
妥

当
な
責
任
の
取
り
方
か
と
い

う
事
に
つ
い
て
、
住
民
監
査
請

求
に
対
す
る
不
適
切
な
文
書

作
成
の
責
任
及
び
監
査
責
任

並
び
に
第
三
者
委
員
会
の
設

置
に
係
わ
る
一
連
の
経
緯
に

つ
い
て
、
私
自
身
責
任
を
と
る

も
の
で
責
任
の
取
り
方
と
し

て
は
妥
当
だ
と
考
え
ま
す
。

③
今
回
の
提
案
に
当
た
り
、

８
月
18
日
の
経
営
会
議
に
諮

Q

A

　

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
を
、
春

日
市
は
二
カ
所
、
筑
紫
野
市

は
四
カ
所
に
委
託
し
て
運
営

し
て
い
る
。
太
宰
府
市
は
現

在
一
カ
所
を
直
営
し
て
い
る

が
、
職
員
の
確
保
、
仕
事
の

効
率
化
、
サ
ー
ビ
ス
向
上
を

期
し
て
、
委
託
も
選
択
肢
と

し
て
二
カ
所
に
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の
審
議

を
待
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
市
が
主
導
し
て
い
く

こ
と
は
で
き
な
い
の
か
見
解

を
伺
う
。

健
康
福
祉
部
長
　

高
齢
化
率
が
上
昇

す
る
中
、
本
市
で
も
第
五
次

総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
に

お
い
て
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
複
数
設
置
を
課
題
と
し
て

挙
げ
て
い
ま
す
。
第
三
次
地

域
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、

福
祉
の
拠
点
施
設
を
平
成
31

年
度
に
複
数
化
す
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
い
ま
す
。
平
成

29
年
度
に
は
高
齢
者
支
援
計

画
を
策
定
い
た
し
ま
す
が
、

問

問

Q

Q

A

A

市
の
主
導
で
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
複
数
設
置
を

本
市
の

地
域
課
題
解
決
に
向
け
て

上
う

え　
　
　

疆
つ
と
む

有
あ

り

吉
よ

し　

重
し

げ

幸
ゆ

き

議
員

議
員

　

本
年
7
月
、
千

葉
市
の
「
地
域
課

題
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
総
務
文
教

常
任
委
員
会
で
視
察
を
行

な
っ
た
。
千
葉
市
で
は
、
市

民
全
体
で
み
ず
か
ら
の
ま
ち

を
よ
り
住
み
よ
く
、
ず
っ
と

住
み
続
け
た
く
な
る
ま
ち
に

変
え
て
い
く
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
。
地
域
で
の
課
題
を

市
民
間
で
共
有
し
、
そ
の
上

で
最
適
な
課
題
の
解
決
へ
向

け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く

り
が
太
宰
府
市
で
も
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
2

点
伺
う
。

①
本
市
の
地
域
で
の
課
題
解

決
方
法
は
、
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。

②
本
市
に
お
け
る
市
民
と
市

民
・
市
民
と
行
政
の
情
報
共

 

総
務
部
長　

①
市

民
や
地
域
の
代
表

の
方
か
ら
直
接
、
担
当
課
に

課
題
を
寄
せ
て
頂
き
協
議
を

行
う
ほ
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
関
わ
り
と
し
て
、
毎
月
6

小
学
校
区
の
代
表
自
治
会
長

と
市
自
治
協
議
会
役
員
会
と

合
わ
せ
て
、
校
区
自
治
協
議

会
ご
と
に
会
議
を
開
催
し
て

い
ま
す
。

②
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
、

回
覧
等
で
情
報
の
周
知
を
図

る
と
と
も
に
、
事
案
に
よ
っ

て
は
、
地
域
で
の
説
明
会
を

開
催
し
直
接
意
見
交
換
や
要

望
を
伺
う
こ
と
で
情
報
の
共

有
化
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用

し
、
市
の
公
式
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
並
び
に
ツ
イ
ッ
タ
ー

を
開
設
し
て
情
報
発
信
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

１ 太宰府市地域包括支援

センターについて

１ 問責決議に対する市長の姿勢を伺う。

２ 体育館とびうめアリーナの使用状況について伺う。

３  介護保険法平成 29 年 4 月施行の「生活支援コー
ディネータ」「協議会」の創設・稼働について
の状況を伺う。

１ 太宰府市における「地域での課

題」解決方法。また市民との情

報の共有の仕組について

２ 「歴史と文化の環境税」のあり

かたについて

全質問項目全質問項目

全質問項目

そ
こ
で
市
の
方
針
を
明
確
に

し
て
い
き
ま
す
。
各
種
計
画

を
踏
ま
え
て
段
階
的
に
検
討

を
進
め
て
お
り
、
現
在
は
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営

協
議
会
の
意
見
を
集
約
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
い
き
い

き
情
報
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
支
所
を

市
域
の
西
側
に
設
け
、
学
業

院
中
学
、
太
宰
府
西
中
学
の

校
区
を
担
当
し
、
支
所
と
す

る
の
で
市
の
直
営
と
す
る
方

向
で
考
え
て
い
ま
す
。

る
予
定
に
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
こ

の
会
議
が
流
会
と
な
り
ま
し

た
た
め
、
総
務
部
長
、
経
営

企
画
課
長
に
対
し
て
打
ち
合

わ
せ
の
上
、
９
月
補
正
予
算

に
計
上
す
る
よ
う
に
私
か
ら

指
示
を
い
た
し
ま
し
た
。

有
の
仕
組
み
は
、
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
。

行
革

問責決議
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ど
う
な
っ
と
う
と
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般
質
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ど
う
な
っ
と
う
と
？
一
般
質
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　平成29年11月１日　　　　　　　　　　　　　　　153号

　

8
月
27
日
の
西

日
本
新
聞
に
、
市

町
村
の
35
％
が
国
保
料
上
昇

予
想
と
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
国
民
健
康
保
険
税

に
つ
い
て
２
点
伺
う
。

①
6
月
か
ら
８
月
に
行
わ
れ

た
と
さ
れ
る
調
査
に
、
太
宰

府
市
は
ど
う
い
う
回
答
さ
れ

た
の
か
、
そ
の
理
由
も
あ
わ

せ
て
伺
う
。

②
減
免
基
準
が
、
入
院
の
み

と
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

制
度
が
適
用
さ
れ
に
く
く

な
っ
て
い
る
。
減
免
制
度
を
利

用
し
や
す
い
制
度
に
す
る
た

め
に
、
市
独
自
の
適
用
基
準
を

定
め
る
考
え
が
あ
る
の
か
。

市
民
生
活
部
長　

①
保
険
税
率
の
変

化
に
つ
い
て
は
、
上
が
る
の

で
は
な
い
か
と
回
答
し
て
い

ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
市
町

村
が
税
率
を
決
定
す
る
際
の

参
考
値
と
な
る
標
準
保
険
料

率
は
、
県
が
各
市
町
村
に
対

し
て
示
す
も
の
に
な
り
ま
す
。

こ
の
算
定
に
お
い
て
太
宰
府

市
は
、
現
在
の
税
率
よ
り
高

く
示
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
本
市
の
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
は
毎

年
度
繰
上
げ
充
用
を
行
わ
ざ

る
を
得
な
い
な
ど
単
年
度
収

支
で
赤
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

税
率
は
上
が
る
の
で
は
な
い

か
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

②
厚
生
労
働
省
の
減
免
基
準

は
通
知
に
よ
れ
ば
、
生
活
保

護
基
準
以
下
で
預
貯
金
も
生

活
保
護
基
準
の
３
カ
月
以
下

の
世
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

太
宰
府
市
の
減
免
基
準
は
、

ま
ず
生
活
保
護
基
準
の
１
・

１
倍
を
基
準
生
活
費
と
し
、

そ
の
１
・
３
倍
、
生
活
保
護

基
準
か
ら
見
ま
す
と
１
・
43

倍
に
な
り
ま
す
。
そ
の
方
を

対
象
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を

超
え
た
方
で
あ
っ
て
も
、
医

療
機
関
に
支
払
う
一
部
負
担

金
所
要
見
込
み
額
を
考
え
ま

す
と
、
実
収
入
額
が
こ
の
１
・

３
倍
以
下
の
基
準
以
下
に
な

る
方
に
つ
い
て
も
徴
収
猶
予

の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
国
の
通
知
よ
り
や
や
緩

や
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま

す
。

問

問

QA

国
民
保
険
税
は
上
昇
す
る
の
か

い
っ
た
い
今
後
の
市
政
運
営
を

ど
う
す
る
の
か

藤
ふ

じ

井い　

雅
ま

さ

之
ゆ

き

陶す

山
や

ま　

良
よ

し

尚
ひ

さ

議
員

議
員

　

市
長
の
市
政
運

営
に
つ
い
て
３
点

伺
う
。

①
６
月
に
問
責
決
議
が
可
決

さ
れ
た
が
、
市
長
が
問
責
を

受
け
る
こ
と
自
体
大
変
恥
ず

か
し
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い

る
。
反
省
が
示
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
た
が
、
市
長

は
問
責
を
一
体
ど
う
受
け
止

め
て
い
る
の
か
。

②
今
ま
で
多
く
の
提
出
議
案

が
否
決
さ
れ
て
き
た
。
提
案

以
前
の
段
取
り
が
な
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
市

長
の
政
策
提
案
の
暴
走
を
抑

え
て
き
た
副
市
長
を
何
故
解

職
し
た
の
か
。

③
議
会
と
の
関
係
、
職
員
と

の
関
係
で
信
頼
を
失
っ
て
い

る
今
、
辞
職
す
る
こ
と
も
含

め
て
今
後
の
政
治
姿
勢
を
伺

う
。

市
長　

①
市
政
の

運
営
者
と
し
て
重

く
受
け
止
め
反
省
し
て
い
ま

す
。
給
与
減
額
と
い
う
形
で

の
責
任
を
と
る
た
め
、
給
与

削
減
の
条
例
を
提
案
し
て
い

ま
す
。

②
市
役
所
内
部
で
の
、
ま
た

議
会
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て

期
待
し
て
い
た
が
、
こ
の
一

年
あ
ま
り
私
と
の
根
本
的
な

政
治
姿
勢
の
違
い
が
は
っ
き

り
と
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、

解
職
を
決
断
い
た
し
ま
し

た
。

③
中
学
校
給
食
の
取
り
組

み
、
行
政
改
革
の
取
り
組

み
、
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組

み
を
す
す
め
ま
す
。
議
会
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
り
、
市
民
に
私
の
考
え
を

伝
え
て
い
く
と
い
う
決
意
で

す
。

Q

A

　

水
道
事
業
に
つ

い
て
２
点
伺
う
。

①
水
道
事
業
会
計
の
決
算

は
、
平
成
27
年
度
、
28
年

度
と
黒
字
決
算
に
な
っ
て
い

る
。
平
成
28
年
度
に
策
定
さ

れ
た
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
計
画
、
中
・
長
期
の
健
全

計
画
に
沿
っ
た
運
営
を
進
め

る
中
で
、
更
な
る
料
金
の
引

き
下
げ
が
で
き
な
い
か
。

②
本
市
は
、
福
岡
市
や
近
隣

12
自
治
体
等
で
構
成
す
る
福

岡
地
区
水
道
企
業
団
か
ら
、

給
水
量
の
３
分
の
２
を
受
水

し
て
お
り
、
毎
月
の
受
水
費

用
と
は
別
に
負
担
金
を
支
出

し
て
い
る
。
同
企
業
団
の
海

水
淡
水
化
セ
ン
タ
ー
が
更
新

さ
れ
る
と
な
る
と
、
構
成
団

体
で
あ
る
本
市
の
負
担
金
も

増
額
に
な
る
の
か
。

公
営
企
業
担
当
部

長  

①
本
市
の
水

道
事
業
は
、
給
水
開
始
以
来

50
年
を
経
過
し
て
お
り
、
浄

水
場
の
水
道
施
設
や
管
路
の

更
新
時
期
を
迎
え
ま
す
。
現

在
、
水
道
施
設
・
管
路
の
老

朽
度
合
や
機
能
の
重
要
度
、

収
支
見
通
し
を
合
わ
せ
た
、

更
新
事
業
の
検
討
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
水

道
水
の
安
定
供
給
と
健
全
経

営
を
考
慮
し
な
が
ら
、
水
道

料
金
に
つ
い
て
も
利
用
者
の

負
担
増
に
な
ら
な
い
よ
う
配

慮
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

②
本
年
度
、
同
企
業
団
に
よ

り
淡
水
化
施
設
の
劣
化
診
断

等
の
現
状
調
査
で
課
題
の
整

理
を
行
い
、
そ
の
後
、
設
備

更
新
に
つ
い
て
の
方
針
を
決

定
す
る
予
定
で
す
。

問

問

Q

Q

A

A

こ
れ
か
ら
の
水
道
料
金
は

ど
う
な
る
の
か

地
震
災
害
の
対
策
に
つ
い
て

神
こ

う

武
た

け　
　

綾
あ

や

徳
と

く

永
な

が　

洋
よ

う

介
す

け

議
員

議
員

　

地
域
災
害
に
対

す
る
対
策
を
11
点

伺
う
。

①
国
の
支
援
と
義
援
金
に
つ

い
て
②
避
難
場
所
と
そ
の
責

任
者
に
つ
い
て
③
り
災
証
明

書
の
対
応
計
画
に
つ
い
て
④

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
付
計
画

に
つ
い
て
⑤
自
衛
隊
派
遣
依

頼
の
判
断
に
つ
い
て
⑥
仮
設

住
宅
の
建
設
予
定
地
に
つ
い

て
⑦
支
援
物
資
の
保
管
場
所

と
運
搬
計
画
に
つ
い
て
⑧
自

家
発
電
と
井
戸
水
に
つ
い
て

⑨
情
報
収
集
と
伝
達
方
法
に

つ
い
て
⑩
廃
棄
物
対
策
に
つ

い
て
⑪
上
下
水
道
耐
震
計
画

に
つ
い
て

総

務

部

長　

①

国

か

ら

は

全

壊

１
０
０
万
円
、
半
壊
50
万
円

の
支
給
が
あ
り
、
義
援
金
は

配
分
計
画
案
に
基
づ
い
て
分

配
さ
れ
ま
す
。
②
設
置
避
難

場
所
に
職
員
２
名
を
配
置

し
、
避
難
者
を
含
め
て
運
営

に
当
た
り
ま
す
。
③
り
災
証

明
は
資
格
を
持
っ
た
職
員
が

あ
た
り
ま
す
が
、
保
有
者
が

少
な
い
の
で
県
内
他
市
か
ら

の
応
援
が
な
け
れ
ば
処
理
で

き
な
い
。
④
社
会
福
祉
協
議

会
と
協
働
し
な
が
ら
体
制
を

と
り
た
い
。
⑤
市
長
が
県
知

事
に
対
し
派
遣
要
請
を
行

う
。
⑥
綿
密
な
絞
り
込
み
等

は
で
き
て
い
な
い
。
⑦
現

在
、
具
体
的
計
画
は
な
い
。

⑧
自
家
発
電
は
市
役
所
、
と

び
う
め
ア
リ
ー
ナ
に
備
え
て

あ
り
、
井
戸
は
ア
リ
ー
ナ
の

み
。
⑨
自
主
防
災
組
織
や
自

治
会
に
よ
る
収
集
、
使
用
可

能
な
伝
達
手
段
を
利
用
。
⑩

地
域
防
災
計
画
に
従
う
。
⑪

基
幹
管
路
、
下
水
道
管
の
整

備
、
耐
震
化
を
図
っ
て
い
き

ま
す
。

１ 国民健康保険税および

事業について

２ 美術品の利活用につい

て

１ 市長の市政運営について

２ スポーツ施設の充実について

１ 水道事業について

２ 第７期介護保険事業

計画について

１ 防災計画の充実に

ついて

２ 史跡水辺公園と総

合体育館の使用に

ついて

全質問項目

全質問項目

全質問項目

全質問項目

　

淡
水
化
施
設
を
将
来
更
新

す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
同

企
業
団
の
自
己
財
源
に
よ
り

整
備
す
る
こ
と
か
ら
、
新
た

な
負
担
金
は
予
定
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。

市政 運
営

防災計画
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ど
う
な
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と
？
一
般
質
問

　平成29年11月１日　　　　　　　　　　　　　　　153号

　

定

例

議

会

初

日
、
冒
頭
の
行
政

報
告
に
お
い
て
、
市
長
は
、

副
市
長
を
解
任
し
た
理
由
と

し
て
、
６
月
議
会
の
問
責
決

議
の
後
、
大
事
な
９
月
議
会

を
前
に
ど
の
様
に
動
く
の
か

提
案
が
な
か
っ
た
、
報
告
・

連
絡
・
相
談
が
な
か
っ
た
な

ど
６
項
目
を
挙
げ
解
職
理
由

も
正
当
化
を
主
張
さ
れ
た
。

果
た
し
て
こ
れ
ら
の
事
柄
が

副
市
長
解
職
の
理
由
と
な
り

得
る
の
か
伺
う
。

市
長  

副
市
長
は
、

４
月
17
日
の
経
営

会
議
直
前
に
、
中
学
校
給

食
は
、
費
用
的
に
難
し
い

と
言
わ
れ
、
そ
の
方
向
で

と
り
ま
と
め
ら
れ
、
６
月
議

会
で
学
校
給
食
法
に
の
っ

と
っ
た
提
供
方
法
に
よ
る

年
間
運
営
経
費
が
概
算
で

１
億
８
千
５
５
５
万
円
見
込

ま
れ
、
現
在
の
市
の
財
政
状

況
で
は
実
現
が
難
し
い
と
の

結
論
に
至
り
ラ
ン
チ
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
へ
と
方
向
転
換
す

る
事
を
表
明
す
る
に
至
り
ま

し
た
。
私
の
公
約
を
実
現
す

る
の
と
は
反
対
の
方
向
で
し

た
。
私
と
根
本
的
に
政
治
姿

勢
が
異
な
っ
て
い
る
事
が

は
っ
き
り
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
市
長
の

私
と
一
心
同
体
と
な
っ
て
改

革
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
で

き
な
い
と
判
断
し
ま
し
た
。

　

問

問

Q

A

副
市
長
の
解
職
は
な
ぜ

市
民
提
案
型
事
業
の
推
進
で

元
気
な
ま
ち
づ
く
り
を

小お

畠
ば

た 

真ま

由ゆ

美み

笠
か

さ

利り　
　

毅
つ
よ
し

議
員

議
員

　

多
く
の
自
治
体

で
市
民
提
案
型
と

呼
ば
れ
る
事
業
が
進
め
ら

れ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
市
民
グ
ル
ー

プ
の
自
発
的
な
企
画
を
一
定

の
審
査
を
経
て
支
援
し
、
ま

ち
の
活
性
化
を
図
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
太
宰
府
市
に

お
け
る
現
状
と
そ
の
分
析
に

つ
い
て
２
点
伺
う
。

①
市
が
市
民
活
動
へ
の
直
接

補
助
と
し
て
、
政
策
的
、
計

画
的
に
行
っ
て
い
る
も
の
を

ど
の
よ
う
に
類
型
化
し
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
補
助
に
充

て
て
い
る
予
算
額
、
件
数
は
。

②
新
し
い
応
募
を
積
極
的
に

募
る
よ
う
な
も
の
は
あ
る
の

か
。
ま
た
、
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
の
観
点
か
ら
ど
う
評
価

し
て
い
る
の
か
。

 

総

務

部

長　

①

地
域
の
健
康
づ

く
り
事
業
や
体
育
の
日
の
行

事
等
、
主
に
自
治
会
等
の
活

動
に
対
す
る
助
成
を
中
心
と

し
て
、
年
間
70
件
程
で
金
額

と
し
て
は
約
１
５
０
０
万
円

程
度
で
す
が
、
自
発
的
な
企

画
を
補
助
す
る
形
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

②
第
5
次
太
宰
府
市
総
合
計

画
に
お
い
て
、
「
市
民
と
共

に
考
え
共
に
創
る
ま
ち
づ
く

り
」
ま
た
、
太
宰
府
市
自
治

基
本
条
例
第
17
条
4
項
に
お

い
て
、
「
市
長
等
は
、
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
を
目
的
と
し

て
主
体
的
に
活
動
す
る
市
民

及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対

し
、
必
要
か
つ
適
切
な
支
援

を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。
」
と
の
規
定
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
他
の
市
、
町
の

実
施
状
況
等
も
調
査
研
究
の

上
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

Q

A

１ 議会初日に行なわれた市長行政

報告について

２ 就学援助について

１ 市民提案による事業を支

援する枠組みをつくれな

いか

全質問項目

全質問項目

行政視察報告

所管調査報告

総務文教常任委員会

日程：平成 29 年 7 月 19 日（水）～ 7 月 21 日（金）

●地域課題解決ソリューション／千葉県千葉市

　行政をとりまく環境の変化により職員の発案から始まった「ち

ばレポ」。市民と行政のチャンネル、市民と行政の協働の機会、

行政運営の効率化この３項目でシステム構成を行っている。

●草加市の「子ども教育連携推進室」／埼玉県草加市

　「生きる力を共に教えて育てる草加の教育」０歳から 15 歳ま

での『学び』『心』を幼保小中を一貫した教育を実践している。

●市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業／千葉県松戸市

　犯罪抑止に効果が高い防犯カメラ設置に取り組み、市民の協力のもと設置台数を拡大し、地域全

体の防犯力をあげて安全安心のまちになることを目指している。

環境厚生常任委員会

日程：平成 29 年 8 月 21 日（月）～ 8 月 23 日（水）

●世田谷区子ども計画（第 2 期）、世田谷区保育の質ガイドライン 

　について／東京都世田谷区

　保育需要が急増している荒川区が、その需要にこたえつつ高い

保育の質を確保していこうとしている。

●子どもの権利条例について／神奈川県相模原市

　子どもの権利を保障するとともに、子育て支援を市の責務と表

明している相模原市は、子どもの権利相談室を設け救済にも努め

ている。

●子どもの貧困問題等対策「あらかわシステム」について／東京都荒川区

　子どもの貧困・社会排除にいたるプロセスを分析し、区の施策に活かしている。

　【視察施設「ゆいの森あらかわ」】

　世代間交流を意識してデザインされた図書館を基本とする複合施設である。

千葉県千葉市

東京都荒川区

建設経済常任委員会

日程：平成 29 年８月 17 日 ( 木 )

●牛頸浄水場水質センター／大野城市

　太宰府市の水道水（約 70％）の供給源である福岡地区水道企

業団に係わる浄水場（水質センター）の現状・試験内容などに

ついて調査を行った。

●福岡地区水道企業団海水淡水化センター／福岡市東区

　福岡都市圏の渇水対策として、平成 17 年度に建設された施設

である。海水をどの様な方式で、淡水化にするのかまた取除い

た塩分をどの様に再び海に戻す方法等について調査を行った。
牛頸浄水場水質センター

アイディア×応援
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議
会
広
報
委
員
会

委

員

長　
　

森
田　
　

正
嗣

副
委
員
長　
　

木
村　
　

彰
人

委
　

員　
　

陶
山　
　

良
尚

委
　

員　
　

宮
原　
　

伸
一

委
　

員　
　

徳
永　
　

洋
介

委
　

員　
　

笠
利　
　
　

毅

委
　

員　
　

堺　
　
　
　

剛

　

議
会
と
市
長
は
よ
く
車
の
両
輪
に
た

と
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
今
の
太
宰
府

市
の
現
状
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
も

片
方
の
車
輪
が
は
ず
れ
か
け
、
ま
っ
す
ぐ

走
れ
な
い
状
況
に
あ
る
よ
う
で
す
。

　

一
刻
も
早
く
修
理
を
し
、
市
民
を
乗
せ

て
ま
っ
す
ぐ
走
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
、
今
、
議
会
に
与
え
ら
れ
た
仕
事
（
責

任
）
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

市
政
の
正
常
化
に
向
け
て
、
私
た
ち

議
員
は
、
自
ら
自
分
の
身
を
切
る
覚
悟

で
、
９
月
議
会
に
お
い
て
市
長
の
辞
職
を

求
め
ま
し
た
。
誇
り
あ
る
太
宰
府
市
に
つ

い
て
、
改
め
て
考
え
る
た
め
で
も
あ
り
ま

す
。
市
民
の
皆
様
に
も
議
会
の
考
え
を
ご

理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
良
）

　太宰府市地域交通問題特別委員会で

は、これまで 15 回の特別委員会を開

催し、平成 29 年 9 月 13 日に「太宰

府市の地域交通に係る要望書」を議長

とともに提出しました。

※上記要望書の内容については、市議

会のホームページにてご覧いただけ

ます。
左から、舩越副委員長、長谷川委員長、

橋本議長、芦刈市長、井浦都市整備部長

地域交通に係る要望書を議会から市長へを提出しました

ＩＣＴ推進特別委員会より
中間報告を行いました

　委員会では、「議会のＩＣＴ化の

目的、及び導入の効果、必要性」に

ついて、これまでの協議の内容につ

いて 9 月 26 日の定例会最終日にお

いて中間報告を行いました。

第 4 回太宰府市議会意見交換会

「中止」のお知らせ
　

　平成 29 年 11 月 19 日（日）に

開催を予定しておりました、太宰府

市議会意見交換会は中止となりまし

たのでお知らせいたします。


